
 

地域密着型金融推進計画の進捗状況について 

（平成１７年４月～平成１９年３月） 

平成１９年５月15日 

 

１．全体的な進捗状況及びそれに対する評価 

緩やかな景気回復が続いておりますが、当地域においては依然として業種間・企業間格差の

拡大が目立ち、一部においては業況好調な先が見られるものの、地域全体としての景況感は厳

しい状況であり、土地価格も都市部とは異なり相変わらず下落傾向が続いております。 

こうした中で、当金庫は事業再生・中小企業金融の円滑化を推進するために、創業・新事業先

に対して積極的に対応し 39 件８１９百万円を融資するとともに、経営支援体制を強化し、計画期

間中に経営改善支援取組み先として抽出した133先のうち 43先のランクアップを実現しました。

また、担保や保証に過度に依存しない新しい融資商品（バックアップ２１）を開発し顧客の需要に

応えるとともに、事業用設備を担保に活用（動産譲渡担保融資）した信用補完制度「せきしん ME

サポート」の取扱いを開始、また新しい事業再生手法であるDIPファイナンスについても１件の融

資承認をしました。不良債権比率は計画目標である7％未満となりましたが（１９年３月末6.27％）、

今後はさらに改善を目指します。 

経営力の強化については新ＢＩＳ基準に関する各種研修会へ参加するとともに庫内会議も開

催し対策を決定、統合的リスク管理に向けた体制整備に取組んでおります。信用リスクに応じた

格付別基準金利については、その適用の徹底が課題であります。コンプライアンス活動につい

ては計画通りに実施し、管理職のオフィサー2 級取得率は目標５０％を大幅に上回る 71％となり

ました。今後は不祥事の再発防止に向けてさらに徹底した活動を行います。自己資本比率は目

標としていた 12％に対し１１．８７％となりました。 

地域の利用者の利便性向上については、利用者等の評価に関するアンケート調査を実施し、

その結果をホームページに公表、そして寄せられた意見や要望のうち対応可能であるものから

優先順位をつけて逐次改善に取り組みました。また、「お客さまと語る会」の開催等により得られ

た一般会員からの意見や要望等を総代会において発表しました。そして、地域振興のために組

織されている「まちづくり協議会」への参加や、今年初めて開催された「関の刃物と街おこし」事

業に協賛しフリーマーケットを出店するなど、地域の情報交換及び活性化へ向けて積極的に取

組んでおります。 

こうした取組みの現状については、個々の項目により進展度合いの差はありますが、計画全体

としては目標とした方向に向かって着実に進展したものと評価しております。 

今後においても、さらに地域密着型金融推進に向けて積極的に取り組む方針であります。 

 

２．大項目毎の主な取組み 

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化 



① 企業支援の強化を図るために１７年６月に経営相談室人員を１名増員、計画期間中に再

生・支援対象先企業を１３３社抽出し、そのうち４３社のランクアップを実現しました。 

② 事業性無担保・無保証ローン「バックアップ２１」の取扱開始（プロパー扱い） 

平成１７年４月～同１９年３月取扱実績    ９１件 ４２０百万円 

③ 「ぎふ無担保スピード資金」取扱開始（岐阜県信用保証協会） 

平成１７年４月～同１９年３月取扱実績   ２０６件 １，５５４百万円 

④ シンジケートローンへの取組み  １件 １００百万円 

⑤ ルネサンスキャピタルマネジメント（株）と業務協力協定書締結 

⑥ PFI 実務的勉強会・日本政策投資銀行業務説明会参加 

⑦ 取引先に対する経営情報誌の提供（毎月） 
⑧ せきしん経済クラブ講演会の開催  平成１７年４月～同１９年３月 ６回開催 
⑨ 地域景況調査の実施（四半期ごと） 

⑩ 顧客からの苦情や相談内容を分析・営業店へフィードバック 

⑪ 「目利き」能力向上のため職員を外部講座へ派遣（１５名） 

⑫ 「中小企業診断士養成講座」へ職員を派遣（５名） 

⑬ 岐阜高専との産学連携協定締結 

⑭ 東海地区信用金庫協会主催によるビジネスフェアへの参加（2回） 

⑮ 中小企業基盤整備機構との業務連携・協力に関する覚書締結 

⑯ 名古屋大学と東海地区信用金庫協会との「産学連携に関する協定書」締結 

⑰ 農林漁業金融公庫との業務協力提携契約 

⑱ 岐阜県産業経済振興センター主催セミナーへ参加 

⑲ 動産担保融資（せきしんMEサポート）の取扱開始 

⑳ DIP ファイナンスの融資承認（１件） 

 

（２）経営力の強化 

① 新BIS基準への対応策決定 

② SDBの業種別デフォルトデータを利用した信用リスク量の算出 

③ 「信用格付ランク期間別基準金利表」の策定と適用 

④ 一般会員から寄せられた意見や要望を調査・対策を検討 
⑤ 女性顧客を対象として「お客さまと語る会」を開催（２回） 

⑥ 顧客の個人情報保護態勢への取組（金融個人情報保護オフィサー２級を１９名受験、１４名

合格） 

⑦ コンプライアンス勉強会の開催（部署ごとに月間２回以上）・同研修会の開催（階層別に半

期ないし四半期ごと）、同オフィサー２級検定試験を３９名受験し２５名合格（管理職の取

得率７１％） 

⑧ 信金中央金庫の「有価証券ポートフォリオ分析」受講（２回） 



⑨ 「総代懇談会」開催（２回） 

 

（３）地域の利用者の利便性向上 

① ディスクロージャー誌により経営情報を公開 

② 景気動向調査の実施と顧客への提供（年４回）  

③ 半期情報開示について、収益状況及び貸出金業種別構成を拡充開示 

④ 利用者アンケートの実施と改善状況の公表 

⑤ 「まちづくり」協議会への参加 

⑥ 東海地区信用金庫協会主催ビジネスフェアへの参加（２回） 

⑦ 「関の刃物と街おこし」へ参加、フリーマーケットを出店 

 

３．数値目標に対する実績（平成１７年４月～平成１９年３月） 

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化 

項  目 目  標 実  績 

全信協等の外部研修への派遣 毎年４名以上 １７年度７名、１８年度８名 

中小企業診断士資格取得 計画期間内最低１名 通学講座へ５名派遣、取得者なし。

銀行業務検定財務２級取得 計画期間内８名以上 １３名取得 

創業・新事業融資 毎年１２件以上 １７年度１９件、１８年度２０件 

「経営相談室」人員増員 計画期間内１名 １７年６月に１名増員 

経営改善ランクアップ 毎年１０社以上 １７年度３７社、１８年度１２社（通期４３社） 

不良債権比率 ７％未満（１９年３月末） ６．２７％（１９年３月末） 

事業性無担保・無保証ローン 毎年２０件以上 １７年度５５件、１８年度上期３６件 

「ぎふ無担保スピード資金」 毎年２０件以上 １７年度１２３件、１８年度８３件 

与信取引説明態勢研修会 毎年１回以上 １７年度１回実施、１８年度１回実施 

「目利き」庫内研修会 毎年１回以上 １７年度、１８年度上期各１回実施 

 

（２）経営力の強化 

項  目 目  標 実  績 

自己資本比率 １２％以上（１９年３月末） １１．８７％（１９年３月末） 

格付制度勉強会 毎年１回以上 １７年度１回実施、１８年度１回実施

一般会員からの意見募集 毎年１回 １７年度、１８年度 各１回実施 

「総代と語る会」開催 毎年１回 １７年度１回実施、１８年度１回実施

コンプライアンス研修会 ５等級以下の男性一般職・女

性一般職・嘱託職員を対象と

して四半期ごとに実施 

１７年７月、９月および１８年１月、 

３月、６月、９月、１２月、１９年２月

に実施 



同上 パート職員を対象として半期

に１回実施 

１７年９月および１８年３月、９月、 

１２月、１９年２月に実施 

同上 役席者を対象として毎年１回

実施 

１７年度１回実施、１８年度１回実

施 

コンプライアンス勉強会 最低月間２回実施 部署ごとに最低月間２回以上実

施 

コンプライアンス態勢臨店調査 年１回実施 １７年度１回実施、１８年度１回実施

コンプライアンス自主点検 年１回実施 １７年度１回実施、１８年度１回実施

コンプライアンス・オフィサー２級 管理者取得率５０％以上 

（１９年３月末） 

７１．０５％（１９年３月末） 

「有価証券ポートフォリオ分析」 毎年１回 １７年度、１８年度 各１回実施 

 

（３）地域の利用者の利便性向上 

項  目 目  標 実  績 

利用者の質問・要望への回答を

公表 

ホームページにおいて毎年

１回以上公表 

１８年３月実施 

「女性顧客と語る会」の開催 毎年１回 １７年度、１８年度 各１回実施 

 

４．アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況 

別添の通り 

 

５．経営改善支援の取組み実績 

別添の通り 

 

６．経営支援に関するアンケート集計結果 

別添の通り 

以 上 



４．アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況

進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

・業種別貸出審査事典等の活用による
企業訪問時の業種別事前準備の徹底を
図り、情報の提供を積極的に行う。経営
情報誌の提供（毎月）、経営講演会（年３
回）の開催を行う。
・外部研修会への派遣、内部研修会・勉
強会の随時開催により、「目利き審査能
力」の向上を図る。
・創業・新事業先を対象とした積極的な
提案による、資金提供に努める。
　（目標：毎年、１２件以上）
・産業クラスターサポート金融会議に参
加し、新規事業等の案件が発生した場
合には積極的に取組む。
・中小企業支援センターの相談機能を
活用する。
・岐阜県経済産業振興センター、中小企
業金融公庫、国民生活金融公庫等との
情報共有、連携強化を図る。

・業種別の「目利き」能力を養う為
に、積極的に各種外部研修へ参
加する。
・融資専担者会議を開催し、創
業・新事業支援活動の強化を徹
底する。
・顧客への経営情報誌の提供、
経営講演会の実施。
・産業クラスターサポート金融会
議への参加。

・引続き、前年と同様の取組みを
継続する。
・創業・新事業支援の活動実績
を把握分析し、営業店とともに今
後の強化策を検討する。
・自金庫内においても、創業・新
事業支援を目的とした「目利
き」審査能力向上の為の勉強
会、研修会開催の検討をする。

（１）創業・新事業
支援機能等の強
化

・ 「創業支援ローン」及び「新規事業先」の取り組
み実績を17年度より、店舗業績評価に反映した。
・ 創業・新事業先に対する融資実績、39件819百
万円。（内、「創業支援ローン」実績3件8百万円）
・ 17/8/23・24　東海地区信用金庫協会主催の
「中小企業再生支援講座」に１名参加。
・ 17/9/7・8・9　東海地区信用金庫協会主催の
「中小企業再生支援講座」に２名参加。
・ 17/11/11　上記講座に参加した３名が講師とな
り、同講座に基づいた庫内勉強会を、渉外及び融
資役席者を対象に、実施した。
・ 17/10/13　「目利き」能力を養う為に、財務分析
を中心とし、渉外及び融資役席者を対象に庫内
研修を実施計画。
・ 17/5/18　融資専担者会議において、新事業先
に対する推進方針等を発表した。
・ 17/8/23　融資専担者会議において、「バック
アップ２１」を中心とした、創業・新事業支援活動を
強化するよう徹底した。
・ 17/8/11　当庫「経済クラブ」の会員を対象に、
経済講演会を実施した。
・ 毎月「しんきん経営情報」を配布。
・ 17/10月には、岐阜工業高等専門学校と、産学
連携に関する締結を行う。
・ 17/11月・18/11月には、東海地区信用金庫協
会主催の「ビジネスフェア2005・2006」（ビジネス
マッチング）に取引先企業とともに、参加した。
・ 18/3/1　産業クラスターサポート会議に参加。
・ 18/3月には、農林水産省及び関連産業の育成
に寄与することを目的に「農林漁業金融公庫」と
「業務協力に関する覚書」を締結し、連携を開始し
た。
・ 18/6月・9月には「関市まちづくり協議会役員会
議」に出席。まちづくりや地域活性化に向けた取
組み、各種施策の情報交換等を行った。

１．事業再生・中小
企業金融の円滑化

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

1 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・H17年6月13日「経営相談室」人員を1名増員し
た。
・経営改善支援対象先を106先抽出し、財務・経
営管理支援を実施している。
・岐阜県産業経済振興センターの有効活用法を
営業店に周知させるため、随時パンフレット・セン
ターニュース・セミナー案内等を営業店に配布し
た。
・同センターによる営業店の職員を対象とした勉
強会をＨ17年11月25日に開催した。
・ 同センター主催による企業支援協力機関会議
にH18年
3月6日出席した。
・金庫のみの経営改善支援では限界があると思
われた取引先に、同センターの支援協力を依頼し
た。
・同センターの専門家派遣事業について、営業店
で対象になると思われる取引先に対して活用を呼
び掛けた。
・景気動向調査を４回実施した。
・せきしん経済クラブ講演会を３回開催した。
・H17年11月24日第１回「ビジネスフェア2005」へ
参加した。
・ しんきん経営情報を毎月提供した。
・ 岐阜県産業経済振興センター主催の下記セミ
ナーに取引先の参加要請及び出席して支援ノウ
ハウの向上を図った
「Ｈ18年5月24日最新ものつくり支援策セミナー」
「H18年10月31日中小ものつくり企業のビジネス
チャンス支援セミナー」
「Ｈ19年3月6日将来を見据えた戦略的事業転換
の勧め方セミナー」
・ 岐阜県産業経済振興センターの専門家派遣事
業について
2年間の利用先は、2社の実績でありましたが、来
期1社利用予定であります。
・ Ｈ18年9月に取引先からの専用機械の製造企
業の紹介依
頼があり、岐阜県産業経済振興センターへ依頼し
て製造企業の斡旋をした。
・ Ｈ18年11月8日第2回「ビジネスフェア2006」へ参
加して6社が出店した。

・取引先企業に対する経営相談・支援機
能を強化するため、「経営相談室」人員
を1名増員する。
・岐阜県産業経済振興センターの有効
活用法を営業店に周知徹底させるため
パンフレット等による説明を行うととも
に、同センターによる営業店の職員を対
象とした勉強会を開催する。
・同センターの発行するセンターニュー
ス・セミナー案内を営業店に随時配布す
る。
・専門家派遣事業については、有効性を
十分認識したうえで取引先に説明し、積
極的な活用を呼び掛ける。
・専門家派遣事業実施時に取引先企業
が負担する費用を、金庫が一部補助す
ることを検討する。
・経営革新については、有効性を十分認
識したうえで取引先に説明し、積極的な
活用を呼び掛ける。
・取引先に経営情報誌を配布すると共
に、地域内景気動向調査を定期的に実
施（年４回）し、経営情報として提供す
る。
・Ｈ１７年１１月２４日東海地区信用金庫
協会（東海地区４１金庫）主催の第１回
「ビジネスフェア２００５」へ参加する。
・せきしん経済クラブの主催による経済
講演会を開催し、異業種交流を図ると共
に、希望者の参加によりビジネスクラブ
を組織化する。
・経営改善支援先を抽出し、経営相談室
が中心となり営業店と共に財務・経営管
理支援を行う。

・「経営相談室」人員を1名増員す
る。
・岐阜県産業経済振興センター
の有効活用法を営業店に周知さ
せるため、会議・営業店訪問時に
パンフレット等により具体的に説
明する。
・同センターによる営業店の職員
を対象とした勉強会を開催する。
・センターニュース・セミナー案内
を営業店に配布する。
・専門家派遣事業について、営業
店毎に対象となる取引先の選定
に努め、その積極的な活用を呼
び掛ける。
・経営革新について、営業店毎に
対象となる取引先の選定に努
め、その積極的な活用を呼び掛
ける。
・しんきん経営情報の提供（毎
月）。
・景気動向調査の実施（年４回）。
・せきしん経済クラブ講演会の開
催（年３回）。
・全信協ネットの活用（しんきんビ
ジネスマッチングサービス）。
・第１回「ビジネスフェア２００５」へ
の参加
・ビジネスクラブの組織化
・経営改善支援対象先を抽出し、
財務・経営管理支援を実施する。

・センターニュース・セミナー案内
を営業店に継続配布する。
・専門家派遣事業について、営
業店毎に対象となる取引先の選
定に努め、その積極的な活用を
呼び掛ける。
・経営革新について、営業店毎
に対象となる取引先の選定に努
め、その積極的な活用を呼び掛
ける。
・しんきん経営情報の提供（毎
月）。
・景気動向調査の実施（年４
回）。
・せきしん経済クラブ講演会の開
催（年３回）。
・全信協ネットの活用（しんきんビ
ジネスマッチングサービス）
・経営改善支援対象先を抽出
し、財務・経営管理支援を実施す
る。

（２）取引先企業に
対する経営相談・
支援機能の強化
○取引先企業に
対する経営相談・
支援機能の強化

2 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・比較的財務面の痛みの重い要注意先
や要管理先等の抽出取引先41先に対し
ては、経営改善計画書等を策定し月次
試算表等により進捗状況を継続管理し
ていく。
・比較的財務面の痛みが軽い要注意先
等の取引先に対しては、｢経営支援活動
対象抽出先｣により概ね60先を抽出し、
強み・課題・原因を明確にしたうえで具
体的に改善アドバイスをしていく。
・｢目利き力｣を向上させるため、一定以
上の与信がある先については、決算書
を財務データ登録の都度キャッシュフ
ロー計算書を作成する。また、平成17年
度中小企業会計啓発・普及セミナー等
に参加する。
・常に抽出取引先と接触しモニタリング
を継続しながら、取引先と協議し具体的
な解決策を検討する体制を作る。

・継続案件である抽出取引先41
先に対しては、経営改善計画書
等を策定し月次試算表等により
進捗状況を引続き管理していく。
・経営相談室の人員を1名増員
し、比較的財務面の痛みが軽い
要注意先取引先を1営業店当り5
先程度抽出し、抽出取引先を100
先程度にする。
・与信額2,000万円以上の取引先
については、決算書を財務データ
登録の都度キャッシュフロー計算
書を作成する。
・営業店・本部の職員を対象に、
目利き研修として平成17年度中
小企業会計啓発・普及セミナー
等に参加させる。
・抽出先との継続的なモニタリン
グを行うため、原則毎月1回以上
取引先を訪問したうえで活動報
告書を作成する。

・継続案件である取引先41先に
対しては対象先を一部入替え、
企業の課題・解決策を検討したう
えで、引続き経営改善計画書等
を策定し、月次試算表等により
進捗状況を管理していく。
・比較的財務面の痛みが軽い要
注意先等60先に対しても対象先
を一部入替え、企業の業績悪化
の原因・課題を明確化し、具体
的改善策を検討のうえアドバイ
スしていく。
・抽出先との継続的なモニタリン
グを行うため、原則毎月1回以上
取引先を訪問したうえで活動報
告書を作成する。

・経営相談室の人員を1名増員し、比較的財務面
の痛みが軽い要注意先取引先を1営業店当り5先
程度抽出し、経営改善支援対象先を106先とし
た。
・継続案件である経営改善支援対象先41先に対
しては、経営改善計画書を策定し月次試算表等
により進捗状況を引続き管理していく。
・抽出先との継続的なモニタリングを行うため、原
則毎月1回以上取引先を訪問したうえで活動報告
書を作成している。
・17/9月から与信額2,000万円以上の取引先につ
いて、決算書を財務データ登録の際キャッシュフ
ロー計算書を作成している。
・経営改善支援対象先106先のうち、10先以上の
ランクアップを数値目標としていたが37先ランク
アップした。
・18/3月末不良債権比率6.21％
・ Ｈ19/3期の経営改善支援対象先のうち、ランク
アップした先は、12先でありました。（1年間）、2年
間通期で経営支援取組先に抽出して支援した先
は、133先でありランクアップ累計は、43先であり
ました。
・財務の痛みが軽い支援先のランクアップが多
かった。・ 支援先のうち、改善計画立案先や業況
が低迷先を中心に月1回程度の訪問活動をして、
経営支援活動を実施した。
・19/3末の不良債権比率は、6.27％と前期比0.06
ポイント増加しました。支援先活動報告書に本部
意見を設けて、営業店へのアドバイスや提案事項
を還元して支援活動をフォローする体制にしまし
た。
・　本部意見の還元により、経営支援先へのアド
バイスや営業店指導によい影響を与えた。

○要注意先債権
等の健全化等に
向けた取組みの強
化

3 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・守秘義務に配慮しつつ、経営改善支援
先のより詳細な内容を公表する。
・ランクアップまたはランクダウンした中
小企業者の意見の紹介を検討する。

・経営改善支援の実績について
は従来通りの内容で公表するこ
ととし、体制整備状況等を含むよ
り詳細な内容の公表については
18年度の取組み課題として検討
する。

・守秘義務に留意しつつ経営改
善支援先のより詳細な内容を公
表する。
・ランクアップまたはランクダウン
した中小企業者の意見の紹介を
検討する。

・16年度および17年度上期の経営改善支援の実
績については、従来通りの内容で公表した。
・ランクアップした中小企業者に対して、当金庫の
取組み姿勢についてヒアリングを実施した。
・18年度の経営改善支援の実績については、従
来通りの内容で公表した。
・ 19年度は、経営改善支援の実績については、
従来通りの内容で公表するとともに、当金庫の経
営支援先からのアンケート調査を実施しましたの
で、その内容および当金庫の経営支援に対する
取引先の意見も合わせて公表する予定でありま
す。

○健全債権化等
の強化に関する実
績の公表等

4 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・取引先でDESまたはDDSの実施に適し
ている先がある場合には活用を検討す
る、また適切な再建計画については岐
阜県中小企業再生支援協議会等外部
機関とともに検討することで実現性を高
める。
・営業店の職員を対象に、同協議会(マ
ネージャー)による勉強会を開催する。
・同協議会を積極的に活用し、同協議会
に適合する取引先を営業店毎に選定す
ることに努め、その活用について検討す
る。
・全信協内に「人材プール」が設置され
た場合には、事業再生に向けて積極的
に利用する。また、事業再生に関する実
務研修会が開催される場合には、積極
的に参加する。

・経営相談室が、DES・DDS・適切
な再建計画について既存事例を
参考に取引先で実施に適してい
る先を検討する。
・適切な再建計画については、岐
阜県中小企業再生支援協議会
等外部機関による検証を得ること
を検討する。
・営業店の職員を対象に、同協議
会(マネージャー)による勉強会を
開催する。
・同協議会に適合する取引先を
営業店毎に選定することに努め、
その活用について検討する。
・全信協内に「人材プール」が設
置された場合には、事業再生に
向けて積極的に利用し、具体的
な活用手法等を学ぶ。また、事業
再生に関する実務研修会が開催
される場合には、積極的に参加
し、再生企業に対する支援融資
について知識・手法を学ぶ。

・再生手法として取引先でDESま
たはDDSの実施に適している先
がある場合には活用を検討す
る。前提となる適切な再建計画
については、岐阜県中小企業再
生支援協議会等外部機関による
検証を得ることを検討する。
・ 同協議会に適合する取引先を
営業店毎に選定することに努
め、その活用について検討す
る。
・全信協内に「人材プール」が設
置された場合には、事業再生に
向けて積極的に利用し、具体的
な活用について検討する。また、
事業再生に関する実務研修会
が開催される場合には、積極的
に参加し、再生企業に対する知
識・手法を学び活用について検
討する。

・岐阜中小企業再生ファンド(ルネッサンスキャピ
タルマネジメント㈱)と業務協力協定締結した。
・他金融機関が実施予定のDDSについて、参考
事例として調査・研究した。
・事業再生に関する実務研修会が開催される場
合には、積極的に参加し、再生企業に対する支
援融資について知識・手法を学んだ。
・取引先中小企業に対し他金融機関が実施した
DDSに金庫として同意したうえ、参考事例として調
査・研究した。
・取引先中小企業について他金融機関から中小
企業再生支援協議会に再生支援事案として持込
まれたため、参考事例として調査・研究した。
・他金融機関がDDSを実施した取引先の改善状
況を確認してその進捗動向を調査研究した。
・金融機関持込の中小企業再生協議会案件の改
善情況について調査・研究した。
・18/11/9　当金庫において、岐阜県中小企業再
生支援協議会の活動について、勉強会を実施し
て再生支援協議会における事業再生事例の理解
をした。
・18/11/10,19/3/2 岐阜県信用保証協会が主催
企業再生担当者連絡会に参加して、中小公庫な
どの事業再生事例や近隣他行の再生事例につい
て理解をした。
また、地域再生ファンドについての検討について
も理解を深めた。
・19/2/28　中小企業庁が主催する中小企業再生
支援セミナーに出席して、事業再生手法のレベル
アップを図った。
また、中部地区の事業再生事例について理解を
深めた。
・中小企業再生支援協議会が再生計画の立案指
導している
取引先に対して、メインと協調して改善に必要な
資金について取組みを実施した。

（３）事業再生に向
けた積極的取組み
○事業再生に向け
た積極的取組み

5 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・ランクアップ実績等に特徴ある再生支
援実績がある時には、中小企業再生支
援協議会の事例に倣って開示する。
・同協議会の個別具体的な情報開示が
更改される都度営業店に周知させる。
・他金融機関の特徴ある再生支援事例
を営業店に紹介する。

・中小企業再生支援協議会の再
生事例を営業店に周知させる。
・他金融機関の特徴ある再生支
援事例を営業店に紹介する。
・金庫として特徴ある再生支援実
績がある時には、中小企業再生
支援協議会の事例に倣い開示方
法を検討する。

・引続き、中小企業再生支援協
議会の再生事例を営業店に周
知させる。
・引続き、他金融機関の特徴あ
る再生支援事例を営業店に紹介
する。
・引続き、金庫として特徴ある再
生支援実績がある時には、中小
企業再生支援協議会の事例に
倣い開示方法を検討する。

・中小企業再生支援協議会の再生事例を営業店
に紹介した。
・経営改善支援の取組み事例として、毎月の状況
を月次試算表の提出と併せて本人より【検討表】
を提出して貰う。【検討表】には、① 目標に対して
の実績として 良かった点、悪かった点、翌月以降
の対応策を記載して頂き 意見交換をすることに
より金庫と本人ともに問題意識を共有している。
・ 年間経営計画策定に係った経営改善支援の取
組先に対し、年間経営計画経過後(1年後)に取組
み姿勢についてヒアリングを実施した。
・ 18/4月に中小企業再生サポートブックを営業店
に配布して、再生支援のノウハウを活用するよう
指導した。
・ 当金庫がメインの中小企業再生支援協議会が
再生計画を立案した先で、計画に乖離がある先
に対して再生支援協議会と協力して修正計画の
立案指導を実施して修正計画を立案してランクダ
ウン防止を図った。

○再生支援実績
に関する情報開示
の拡充、再生ノウ
ハウの共有化の
一層の推進

6 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

①担保・保証に
過度に依存しな
い融資の推進

・「せきしん地域支援ローン」と共に担
保・保証に過度に依存しない融資を積極
的に推進するため、新たな商品として、
「事業性無担保・無保証ローン」（名称：
バックアップ２１）を開発・販売、毎年２０
件以上の実行を目標とする。また、岐阜
県信用保証協会保証付き、岐阜県制度
融資（ぎふ無担保スピード資金）の取扱
を開始し、計画期間内に、毎年２０件以
上の実行を目標とする。
・信金中央金庫のＳＤＢシステムにリスク
データを提供すると共に、そのデータの
還元を受け、信用格付に応じた新しい基
準金利の設定を図る。
・既存の包括根保証契約は、法の主旨
を十分に踏まえ、既存融資先に対し、極
度額及び確定期日を定めた新しい契約
書へ逐次更新する。

・部店長会議及び融資専担者会
議等において、上記の「事業性無
担保・無保証ローン」（名称：バッ
クアップ２１）及び岐阜県信用保
証協会保証付き、岐阜県制度融
資（ぎふ無担保スピード資金）の
主旨を徹底し、利用拡大を図る。
・「せきしん地域支援ローン」を推
進する。
・信用格付に応じた新しい基準金
利の設定について検討する。
・新しい保証契約書への更新を
進める。

・上記の「事業性無担保・無保証
ローン」（名称：バックアップ２１）
及び岐阜県信用保証協会保証
付き、岐阜県制度融資（ぎふ無
担保スピード資金）の利用状況
を調査し、改善余地が無いか検
討、又は、更なる担保・保証に過
度に依存しない融資新型の開
発・発売を検討する。
・「せきしん地域支援ローン」を推
進する。
・信用格付に応じた新しい基準
金利を設定し、その適用に向け
て取組む。また、リスクデータを
利用した信用リスク量の算出手
法について検討する。
・新しい保証契約書への更新を
進める。

事業性無担保・無保証ローンの推進
実績：「バックアップ２１」　　　91件420百万円
　　　「地域支援ローン」　　　　　170件249百万円
　　　「創業支援ローン」　　　　　　3件　8百万円
　　　「ぎふ無担保スピード資金」　206件1,554百万
円
・ 信用格付ランクに応じた基準金利については、
ＳＳＣの格付別デフォルト率をもとに設定し、１８年
４月から運用している。
・ 信用リスク量については、信金中央金庫のSDB
システムの業種別デフォルトデータをもとに算出
し、４月から本格的に運用している。
・ 既存、包括根保証契約の見直しについては、極
度額及び確定期日を定めた新しい契約書を作成
した。

②中小企業の資
金調達手法の多
様化等

・私募債、売掛債権担保融資等の積極
的推進。
・ＴＫＣ（税理士・公認会計士の全国ネッ
トワーク組織）等のパソコン会計ソフトを
導入している企業向け専用の、無担保
融資制度の導入検討。
・全信協等の研修会および信金中央金
庫取組みへの参加検討。

・部店長会議において、売掛債権
担保融資等の推進についての周
知徹底を図る。
・ＴＫＣ中部会の担当者及びＴＫＣ
提携税理士と、「ＴＫＣローン」（仮
称）の取扱いができないか、検討
する。
・全信協等の研修会および信金
中央金庫取組みへの参加検討。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 資金調達手段の多様化を目的とした、売掛債
権担保融資については、毎月各店獲得実績状況
を報告公開しているが、実績は、0件であった。
・ 17/7/22　ＴＫＣ全国会との合同会議に参加。
・ シンジケートローンについては、他金融機関と
のミーティングを重ね、1件1億円（コミットメントライ
ン契約）の契約実績あり。
・ 18/7/19　信金中央金庫主催の「動産担保融資
勉強会」に職員２名参加
・ 19年1月より、信金中央金庫と共に「動産譲渡
担保融資」の商品開発について具体的検討会を
行った。
・ 19年3月、事業再生融資としてＤＩＰファイナンス
の案件あり庫内協議会を行った。

（４）担保・保証に
過度に依存しない
融資の推進等

7 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・「与信取引に関する顧客への説明態勢
に係る規則」および同マニュアルについ
て随時問題点が無いか検証し、見直し
を図
る。
・各営業店の担当者までが、説明責任
の意味を十分理解しているかの検証及
び研修開催を行う。
・顧客からの相談・苦情処理について
は、「お客様の声」による処理体制を徹
底すると共に金融円滑化会議へも出
席、当局（金融サービス利用者相談室）
へ寄せられた苦情内容を営業店へ
フィードバック、同種の苦情が発生しな
いように務める。
・監査部の行う定例監査項目へ顧客へ
の説明態勢を組み込む。

・「与信取引に関する顧客への説
明態勢に係る規則」に基づく研修
会の開催。
・部店長会議等の場においても、
苦情事例等をフィードバックし、説
明態勢及び相談苦情処理機能
の強化を図る。
・定例監査において、顧客への説
明態勢の有効性を検証する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 17年度より、監査部の行う定例監査項目へ顧
客への説明態勢を組み込んだ。
・ 17/4/27　部店長会議において、平成16年度中
の「お客様の声（苦情等）の集計結果、苦情の事
例ポイントを営業店にフィードバックし、同種の苦
情が発生しないよう各店勉強会等での活用徹底
するよう指示。
・ 17/9/21　部店長会議において、平成17年4月
から7月までの「お客様の声」（苦情等）の受付状
況、パターン、事例を営業店へフィードバックし、
適切な対応に務めるよう指示した。
・ 17/11/16　「与信取引に関する顧客への説明
態勢に係る規則」に基づき、融資役席を対象に研
修会を開催した。
・ 18/2/27取引等の適切性の確保を図るため、
「与信取引の説明マニュアル」を改正した。
・ 平成18年6月の部店長会議にて、平成17年度
の｢お客様の声｣（苦情等）の受付状況、パター
ン、事例を営業店にフィ－ドバックし、適切な対応
に努めるよう指示した。
・ 前年度から継続して、｢お客様の声｣（苦情等）と
して寄せられた質問、相談、苦情を毎月事例（本
部指示含む）として営業店にフィードバックし、適
切な対応と、未然防止を図るよう指示した。
・ 18/7/5営業店へ通達を発出し、取引等の適切
性確保への取組みの再徹底を図るよう指示した。
・ 18/11/9　融資役席者を対象に「与信取引説明
マニュアル」の研修会を行った。（参加者15名）

（５）顧客への説明
態勢の整備、相談
苦情処理機能の
強化

8 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・ 「目利き」融資審査能力の向上のため
に銀行業務検定試験の財務４級・３級・
２級の受験を推奨し、期間内に２級合格
者８名以上を目標とする
・ 業界団体が主催する外部講座（目利
き・事業再生）に職員を毎年４名以上派
遣する。
・ 若手融資担当者を対象に「財務分析
講座」（庫内研修）を開催する。
・ 役席者を対象に、「目利き力養成講
座」（庫内研修）を毎年１回以上開催す
る。
・ 中小企業診断士養成のために職員を
サポートし、最低１名以上の資格者を養
成する。

・ 銀行業務検定試験　財務４級
１５名受験（８名合格）
　　　　　　　　　　財務３級　２２名
受験（４名合格）
　　　　　　　　　　財務２級　３３名
受験（４名合格）
・ 県信協主催「中小企業再生支
援講座」へ職員２名派遣
・ 地区協主催「企業財務診断力
養成講座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「中小企業経営支
援講座」へ職員１名派遣
・ 地区協主催「企業再生支援講
座」へ職員２名派遣
・ 中小企業診断士講座へ職員１
名通学中
・ 銀行業務検定試験　財務３級
の受験を推奨する。
・ 若手融資担当者を対象に融資
実務講座（財務分析）を開催す
る。（庫内研修）
・ 役席者を対象に「目利き力養成
講座」（庫内研修）を開催する。
・ 地区協主催「融資総合判断力
養成講座」へ職員１名派遣する

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 銀行業務検定試験　財務４級　３１名受験（２０
名合格）
　　　　　　　　　　財務３級　８３名受験（１５名合格）
　　　　　　　　　　財務２級　６４名受験（１３名合格）
・ 地区協主催「業種別定性分析アドバイスポイン
ト講座」へ職員１名派遣
・ 県信協主催「中小企業再生支援講座」へ職員４
名派遣
・ 地区協主催「企業財務診断力養成講座」へ職
員２名派遣
・ 地区協主催「中小企業経営支援講座」へ職員２
名派遣
・ 地区協主催「企業再生支援講座」へ職員４名派
遣
・ 中小企業診断士講座（通学コース）へ職員５名
派遣
・ 地区協主催「融資総合判断力養成講座」へ職
員２名派遣
・ 若手融資担当者を対象に融資実務（財務分析）
の基礎となる簿記講座（庫内研修）を３回開催し、
３４名が受講した。
・ 役席者を対象に「目利き研修」（庫内研修）を１７
年度、１８年度に各１回開催し、各店の融資役席
１名が受講した。
・ 役席者を対象に「中小企業経営支援講座」「企
業再生支援講座」（庫内研修）を開催し、各店の
融資役席１名以上が受講した。

（６）人材の育成

9 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・ 担当部署において、新しい自己資本
比率規制に応じた自己資本比率の算出
を行えるよう、態勢の整備を図る。
・ 信用リスク量の算出については、ＳＤ
Ｂから提供されたデフォルトデータを分
析し、合理的な格付別、業種別のリスク
量の算出が可能であるかを検討する。
市場関連リスク量の算出については、
バックテストの実施によりその妥当性を
検証する。
・ 自己資本比率は１２％以上を目標とす
る。

・ 新しい自己資本比率規制の導
入に備え、関係部署間での連携
を図り、信用リスクの計測やオペ
レーショナルリスク量の算出方法
について検討する。
・ ＳＤＢから提供されたデフォルト
データを分析し、検討する。
・ 市場関連リスク量について検
証するため、バックテストを実施
する。
・ 情報開示の拡充について検討
する。

・ 新しい自己資本比率規制に基
づく自己資本比率の算出を行
う。
・ ＳＤＢから提供されたデフォル
トデータを分析し、検討する。
・ 市場関連リスク量について検
証するため、バックテストを実施
する。
・ 情報開示の拡充について検討
する。
・ １９年３月末自己資本比率を１
２％以上とする。

・ 当金庫が加盟するＳＤＢ（しんきんデータベー
ス）から業種別デフォルトデータの還元を受け信
用リスク量を算出、その高度化を図った。
・ 17年9月期、18年9月期仮決算について、貸出
金の業種別構成、収益状況などについての情報
開示の拡充を図った。
・ 18.3.30日興コーディアル証券担当者を講師とし
て、統合リスク管理に関する庫内勉強会を実施し
た（ＡＬＭ委員が参加）。
・ 18.4.14第245回オンラインシステム事務連絡会
議において、東海地区しんきん共同事務センター
より新ＢＩＳ規制へのシステム対応の概要につい
て説明を受けた２名が参加。
・ 18.4.20、18.9.19、18.9.29庫内において、新しい
自己資本比率規制に関する検討会議を行った（Ａ
ＬＭ委員、関係部署が参加）。
・ 18.8.1全国信用金庫協会より新ＢＩＳ規制全般に
関する説明を受けた（於全国信用金庫会館、２名
が参加）。
・ 第248回オンラインシステム事務連絡会議にお
いて、新しい自己資本比率規制に関する具体的
な事務処理方法についての説明を受けた（２名が
参加）。
・ 18.10.6、18.10.27、18.10.31、18.11.20庫内にお
いて、新しい自己資本比率規制に関する検討会
議を行った（関係部署が参加）。
・ 18.11.27庫内において、新しい自己資本比率規
制に関する営業店への具体的作業の説明会を
行った（関係部署と営業店が参加）。
・ 18.11.29、18.12.28、19.2.28、19.3.27ＡＬＭ委員
会においてバーゼルⅡに定める三本の柱につい
て検討し、19.3.29理事会において当金庫の当面
の対応方針を決議した。
・ 19年3月期の新しい自己資本比率規制に基づく
自己資本比率は、11.87％となった。
・ 18.10.26ＡＬＭ委員会において、市場関連リスク
量について検証するためバックテストを実施した。

２．経営力の強化
（１）リスク管理態
勢の充実

10 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・格付制度の精度向上を及び、各営業
店の能力向上を目的とした、庫内勉強
会を毎年１回以上行う。
・ＳＤＢへ信用リスクデータを提供すると
共にデフォルトデータなどの情報提供を
受け、信用格付に応じた基準金利の設
定を検討する。

・ＳＤＢから提供されるデフォルト
データを利用して、格付ランクに
見合う金利設定について検討す
る。
・格付制度向上の為の庫内勉強
会を実施する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 信用格付に応じた基準金利の設定を目的とし、
ＳＳＣへ継続的に財務データを提供した。
・ また、ＳＤＢから提供される、業種別デフォルト
データなどを利用し、信用リスク量の算出を検討
した。
・ 17/11/25　法人及び個人事業主の格付制度向
上を目的とした庫内勉強会を実施した。
・ 基準金利については、18年3月にＳＳＣのデフォ
ルトデータを利用して、貸出条件緩和債権に該当
するか否かを判定するうえでの「基準金利取扱マ
ニュアル」を策定した。
・ また、上記基準金利の基礎となる格付別理論
値を基準とした、「信用格付ランク期間別基準金
利表」を18年3月に策定し、収益力の向上を図っ
た。
・ 信用リスクの計量化については、ＳＤＢの業種
別デフォルトデータを利用して信用リスク量を算
出することとし、18年4月から運用している。
・ 18/10/24　経営相談室が中心となり、営業店の
格付知識向上及び金庫基準の統一化を目的に
法人個人の格付勉強会を行った。

（２）収益管理態勢
の整備と収益力の
向上

11 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・半期開示の内容充実については、全
信協の検討結果を参考として取組む方
針である。
・一般会員の意見を経営に反映させるた
めに、「総代の皆さまと語る会」を毎年開
催すると共に、毎年1回一般会員から直
接意見を求める。
・総代会の仕組みや役割について、ディ
スクロージャー誌に掲載する。

・総代会において一般会員から
の意見を紹介する。
・会員に「業務のご報告」を送付
する際にアンケート調査を行い、
当金庫に対する意見や要望を吸
い上げる。
・ディスクロージャー誌において、
総代会制度についてその仕組み
や総代氏名等を掲載する。
・女性顧客を対象として「お客様
と語る会」を開催し、女性の立場
から見た当金庫への意見や要望
を吸い上げる。
・従来通りの開示項目でディスク
ロージャー誌およびホームページ
上で半期開示を実施すると共に、
開示内容の拡大について検討す
る。
・「総代と語る会」を開催し、一般
会員からの意見や要望について
吸い上げる。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 17年6月25日開催の通常総代会において、事前
に一般会員から寄せられていた「盗難、偽造、変
造カード補償について」の意見に対する当金庫の
対応として、保険に加入していること及び口座単
位での出金限度額設定等を説明し、理解を求め
た。
・ 17年7月、会員に「業務のご報告」を送付する際
に返信用葉書を同封、当金庫に対する意見や要
望を求めた。その結果、181件の返信があった。
・ 総代会の仕組みや役割、総代氏名等について
は、17年3月期ディスクロージャー誌に掲載した。
・ 17年8月4日、女性顧客を対象として「お客さまと
語る会」を開催し、女性の立場から見た当金庫へ
の意見や要望を吸い上げた。
・ 17年12月5日、7日に総代懇談会を開催し、一般
会員からの意見や要望を吸い上げた。
・ 一般会員、利用者からの意見や要望について
取入れ、経営に反映させた事項や、また今後の
検討事項等について集約し、18年2月ホームペー
ジ上で公表した。
・ 17年9月末仮決算について、貸出金の業種別構
成、収益状況などについての情報開示の拡充を
図った。
・ 18年3月期ディスクロージャー誌においても、総
代会の仕組みや役割、総代氏名等について掲載
した。
・ 18年6月28日開催の通常総代会において、前年
度に実施した「お客さまと語る会」、「アンケート調
査」や「お客さまの声」により寄せられていたＡＴＭ
関係や商品内容についての要望について、既に
実施したこと、検討していること、あるいは保留事
項について説明し、理解を求めた。
・ 18年7月、会員に「業務のご報告」を送付する際
に返信用葉書を同封、当金庫に対する意見や要
望を求めた。その結果、61件の返信があった。
・ 18年11月6日、7日に総代懇談会を開催し、一般
会員からの意見や要望を吸い上げた。
・ 18年11月29日「女性顧客と語る会」を開催し、
女性の立場から見た当金庫への意見や要望を吸
い上げた。

（３）ガバナンスの
強化
○協同組織金融
機関におけるガバ
ナンスの向上

12 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・ コンプライアンス活動計画書（半期毎）を作成し
て、最低月２回以上の勉強会が実施できた。
・ ５等級以下の男性一般職を対象に、コンプライ
アンス研修会を計画通り４半期に１回開催した。
・ 女性一般職・嘱託職員を対象に、コンプライアン
ス研修会を計画通り４半期に１回開催した。
・ パート職員を対象に、コンプライアンス研修会を
計画通り半期に１回開催した。
・ コンプライアンス・オフィサー２級認定試験に39
名が受験し、25名が合格した。
・ 金融個人情報保護オフィサー２級認定試験に
19名が受験し、14名が合格した。
・ 役席を対象に、外部講師を招きコンプライアン
ス研修会を開催した。
・ コンプライアンス態勢のモニタリングのため、臨
店した。

・ コンプライアンス活動計画書（半期毎）
を作成し、最低月２回の勉強会を実施し
ており、今後も実施していく。
・ ５等級以下の男性一般職・女性一般
職・嘱託職員を対象に四半期に１回コン
プライアンス研修会を開催する。
・ パート職員を対象に、半期に１回コン
プライアンス研修会を開催する。
・ 毎年１回役席を対象に、外部講師を招
きコンプライアンス研修会を開催する。
・ コンプライアンス態勢のモニタリングの
ため、年１回臨店する。
・ コンプライアンスチェックシート（自主点
検）を年１回実施する。
・ 金融機関の職員に求められるコンプラ
イアンスに関する実務知識等の習得程
度を測定するため、コンプライアンス・オ
フィサー２級認定試験の受験を推奨す
る。管理者の取得率50%以上（現在
36.8％）
・ 「不祥事件の取扱いに関する規定」の
厳正運用により、不祥事件を未然に防
止するとともに不祥事件発生時に適切
な対応を図る。
・ 個人データの安全管理措置の規程に
添った各段階ごとの具体的管理手続き
を定め、個人情報管理台帳の整備に努
める。

・ 事例で学ぶ個人情報保護（全
国信用金庫協会発行）を参考図
書として役席者に配布し、最低月
２回の勉強会を継続する。
・ 銀行窓口の個人情報保護（金
融財政事情研究会発行）を参考
図書として５等級以下の男性一
般職のコンプライアンス研修会を
開催する。
・ パート職員を対象に、半期に１
回コンプライアンス研修会を開催
する。
・ 上期に引き続きコンプライアン
ス研修会を開催する。
・ 役席を対象に、外部講師を招
きコンプライアンス研修会を開催
する。
・ 金融機関の職員に求められる
コンプライアンスに関する実務知
識等の習得程度を測定するた
め、コンプライアンス・オフィサー
認定試験の受験を特に役席者に
推奨する。
・ コンプライアンスチェックシート
（自主点検）を実施する。
・ コンプライアンス態勢のモニタ
リングのため、臨店する。
・ 役席を対象に、外部講師を招
きコンプライアンス研修会を開催
する。
・ 個人データの安全管理措置の
規程に添った各段階ごとの具体
的管理手続きを定め、個人情報
管理台帳の整備に努める。

・ 同左の取組みを継続していく。（４）法令等遵守
（コンプライアンス）
態勢の強化
○営業店にたいす
る法令等遵守状況
の点検強化等
○適切な顧客情
報の管理・取扱い
の確保

13 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・現在取組中のＩＴ投資案件について、早
期に実施する。
・「お客さまの声」やアンケート調査から
利用者ニーズを把握、当金庫として取組
みが可能であるかを検討する。
・「経営刷新委員会」においてＩＴの積極
的活用策を検討・協議する。
・職員の研修派遣。

・WEBバンキングによる資金移動
取引の開始。
・ＡＴＭ機による通帳繰越機能追
加。
・ＩＣカードによる生体認証につい
て検討する。
・「お客さまの声」やアンケート調
査から利用者ニーズを把握、当
金庫として取組みが可能である
かを検討する。
・「経営刷新委員会」においてＩＴ
の積極的活用策を検討・協議。
・職員の研修派遣。

・ＩＣカードによる生体認証につい
て検討する。
・「お客さまの声」やアンケート調
査から利用者ニーズを把握、当
金庫として取組みが可能である
かを検討する。
・「経営刷新委員会」においてＩＴ
の積極的活用策を検討・協議。

・17年8月ＷＥＢバンキングによる資金移動サービ
スの取扱いを開始した。（19年3月末取扱実績…
５２０件）
・17年11月自動機による通帳繰越機能を追加し
た。
・ＩＣによる生体認証について検討した。
・18年4月ＷＥＢバンキングにおいて手数料相手
負担機能を追加した。
・18年7～8月職員の研修派遣を実施した。
・生体認証ＩＣカード導入に向け引き続き検討し
た。
・18年10月より自動機によるクレジット会社への
返済機能を追加した。
・自動機の暗証番号シャッフル機能を追加した。
・自動機の振込手数料相手負担機能を追加した。

・毎年1回、信金中央金庫の「有価証券
ポートフォリオ分析」を受ける。
・同金庫が主催する市場リスク管理研修
への参加を検討する。
・同金庫が収益還元機能を強化した場
合には、積極的な活用を検討する。

・信金中央金庫の「有価証券ポー
トフォリオ分析」を受ける。
・同金庫が主催する市場リスク管
理研修への参加を検討する。
・同金庫が収益還元機能を強化
した場合には、積極的な活用を
検討する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・ 17年9月20日、信金中央金庫による「有価証券
ポートフォリオ分析」を受けた。
・ 信金中央金庫から各金庫への収益還元策とし
て「第1回特別定期預金」の案内があったので、17
年5月10日、当金庫の上限額である10億1百万円
を預入した（預入期間6ヶ月）。
・ 17年12月1日、信金中央金庫から「第2回特別
定期預金」の案内があったので、1,767百万円を
預入した（預入期間6ヶ月）。
・ 18年9月22日、信金中央金庫による「有価証券
ポートフォリオ分析」を受けた。また、新ＢＩＳ規制
に対応した信金中央金庫のシステムについて、
「ＡＬＭリスク管理支援」に関する説明を受けた（Ａ
ＬＭ委員が参加）。
・ 19年3月15日、信金中央金庫によるバーゼルⅡ
勉強会に参加した。

（６）協同組織中央
機関の機能強化

（５）ITの戦略的活
用

14 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・全国信用金庫協会の開示例を参考と
し、地域貢献に関する情報開示を半期
ごとにディスクロージャー誌およびホー
ムページにおいて実施する。
・「お客様の声」として寄せられた質問や
相談、苦情等を分析し、営業店へフィー
ドバックすることにより同種の事例が発
生しないように努める。また、利用者か
らの質問や相談等のうち頻度の高いも
の等については回答事例を作成し、毎
年1回以上ホームページにおいて公表
する。

・16年度地域貢献情報をディスク
ロージャー誌およびホームペ－
ジにおいて開示する。
・17年度上期地域貢献情報を
ディスクロジャー誌およびホーム
ページにおいて開示する。
・「お客様の声」を分析し、営業店
へフィードバックする。
・利用者からの質問や相談等の
うち頻度の高いもの等について
は回答事例を作成し、ホーム
ページにおいて公表する。

・ 同左の取組みを継続していく。 ・取引先への金融支援、文化的、社会的貢献活
動等、16年度、17年度の地域貢献情報をディスク
ロージャー誌、ホームページにて開示した。
・取引先（業種別）を対象に実施した「景気動向調
査」の結果を平成17年4月、7月、10月、平成18年
1月、4月、7月、10月、平成19年1月にホームペー
ジに掲載し、地域の景気に関する情報を提供し
た。
・平成17年4月、9月、平成18年6月、12月の部店
長会議にて、「お客様の声」（苦情等）の集計結
果、苦情の事例ポイントを営業店にフィードバック
し、適切な対応に努めるよう指示するとともに、同
種の苦情が発生しないよう勉強会等での活用を
徹底した。
・｢お客様の声｣として寄せられた質問、相談、苦
情を毎月事例（本部指示含む）として営業店に
フィードバックし、適切な対応と、未然防止を図る
よう指示した。
・平成17年11月、平成18年11月に｢せきしんレ
ポート｣、ホームページにて平成17年度上期およ
び平成18年度上期における当金庫の業績、取引
先への金融支援、社会貢献活動等を中間報告と
して開示した。
・平成18年2月に｢利用者からの評価に関するア
ンケート｣　をもとに利用者からの質問や相談等の
うち頻度が高いものについて回答事例をホーム
ページにて公表した。
・平成18年10月の営業店個別ヒアリングの場にお
いて、苦情・トラブルへの早期対応等を徹底した。

（１）地域貢献等に
関する情報開示
○地域貢献に関
する情報開示
○充実した分かり
やすい情報開示
の推進

３．地域の利用者の
利便性向上

15 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・17年8月中に当局から示される実施要
領に従い、当金庫に対する利用者の評
価等に関するアンケート調査を実施、利
用者ニーズを把握する。そして、その結
果を経営に反映させ、質の高いサービ
スを提供できるビジネスモデルの確立に
努める。
・毎年1回、「女性顧客と語る会」を開催
し、多面的な利用者ニーズの把握に努
める。

・当局から示される利用者の評価
に関するアンケート調査を実施す
る。そして、その内容を分析し、
経営方針に反映させるように努
める。
・「女性顧客と語る会」を開催し、
多面的な利用者ニーズの把握に
努める。

・前年度の取組み内容を検討
し、それを踏まえて利用者への
サービスを強化させるための効
果的施策を立案し、事業計画に
取り入れる。
・当金庫が実施した施策につい
て、「女性顧客と語る会」等にお
いて顧客の評価を直接求める。

・利用者ニーズの把握に努めるため、平成17年8
月4日、平成18年11月29日に｢女性顧客と語る会｣
を開催し、各店舗の女性代表の方にご意見を拝
聴した。要望事項については検討を重ね、以下の
事項について実施した。
　①ＡＴＭ機での入金手数料の無料化
　②期間限定金利上乗せ定期預金の発売
　③インターネットバンキングに振込機能を追加
　④店舗テラー増員による待ち時間の短縮化
  ⑤ＡＴＭ機の通帳繰越機能追加
　⑥カレンダーの様式変更
・当金庫に対する｢利用者の評価等に関するアン
ケート調査｣
を平成17年10月に実施し、営業店へフィードバッ
クした。また利用者からの質問・要望等に対する
回答事例を含み、平成18年2月にホームページに
て公表した。
・｢利用者の評価等に関するアンケート調査｣での
要望事項のうち以下の事項について実施した。
  ①新しい保険商品の導入
    積立傷害保険の取扱開始。（平成18年7月発
売）
  ②高金利預金の発売
    高金利定期預金・定期積金発売。
    （平成18年4、7月、平成19年3月発売）
・平成18年6月より地域貢献の一環として、地域
の18歳以下の子どもを持つ世帯支援を目的に、
預金面・融資面において優遇支援する｢子育て応
援プラン｣を提供した。

（３）地域の利用者
の満足度を重視し
た金融機関経営
の確立
（５）利用者等の評
価に関するアン
ケート調査

16 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・「せきしん商工会議所提携ローン」およ
び「地域支援ローン」を中心とした地元
企業への資金支援を行う。
・市役所、商工会議所、まちづくり協議
会との情報交換に努める。

・せきしん商工会議所提携ローン
の推進
・地域支援ローンの推進
・市役所、商工会議所、まちづくり
協議会との情報交換

・ 同左の取組みを継続していく。 ・地元企業への資金支援を目的に｢地域支援ロー
ン｣、｢創業支援ローン｣、｢バックアップ21｣を推進
強化するため、営業店業績評価制度の評価項目
に組み入れ、平成17年4、5、6、9、11月、平成18
年1、2、6、7、9月の部店長会議および平成17年
8、11月に開催した融資推進専担者会議、営業店
臨店時に企業へ積極提案をするよう指示した。
　（17年4月～19年3月までの累計実績）
    地域支援ローン　170件　249百万円
　　創業支援ローン　  3件　　8百万円
　　バックアップ21   85件　400百万円
・｢商工会議所提携ローン｣の窓口拡大のため、平
成17年6月に岐阜商工会議所と提携した。
　（17年4月～19年3月までの累計実績：1件
1,000千円）
　また平成17年12月に地域中小企業の金融円滑
化を目的に｢商工会議所・商工会経由保証｣の取
扱を開始した。
・スピード審査を重視した岐阜県制度融資｢ぎふ
無担保スピ－ド資金｣の取扱いを開始し、積極的
に地元企業への資金提供を図った。
   （17年4月～平成19年3月までの累計実績）
      206件　1,555百万円
・地域金融の一環として取引先のビジネスニーズ
に積極的に対応することを目的に、平成17年10
月に｢岐阜工業高等専門学校｣と｢産学連携に関
する協定｣を締結し、取引先企業の技術開発に関
する連携を開始した。
・地域中小企業支援を目的に、平成17年12月に｢
中小企業基盤整備機構｣と｢業務連携・協力に関
する覚書｣を締結し、連携を開始した。

（４）地域再生推進
のための各種施
策との連携等

17 （関信用金庫）



進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月

備　　考項　　目 具体的取組策
実施スケジュール

・地域の農林水産業及び関連産業の育成に寄与
することを目的に平成18年3月に｢農林漁業金融
公庫｣と｢業務協力に関する覚書｣を締結し、連携
を開始した。
・ビジネスマッチングの一環として、平成17年11
月、平成18年11月に開催の東海地区信用金庫協
会主催｢ビジネスフェア2005・2006｣に取引先企業
とともに参加した。
・取引先のビジネスニーズに対応することを目的
に、平成18年4月各店次長を対象に｢中小企業基
盤整備機構の業務内容説明会｣を実施し、同機
構の業務内容理解と積極的活用を指示した。
・上記主旨から、業務提携機関（岐阜工業高等専
門学校・中小企業基盤整備機構・農林漁業金融
公庫）のＰＲ用ツールを作成、また平成18年4月の
営業店臨店時、8月の融資推進専担者会議にお
いて積極的ＰＲと活用を指示した。
・平成18年6、9月に｢関市まちづくり協議会役員会
議｣に出席。まちづくりや地域活性化に向けた取
組み、各種施策の情報交換等を行った。
・19.3.31～4.1「関の刃物と町おこし」へ参加、フ
リーマーケットに出店した。

18 （関信用金庫）



関 信用金庫
【17～18年度（17年4月～19年3月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 2137 3 0

うちその他要注意先 480 108 32 67

うち要管理先 65 18 9 7

破綻懸念先 65 3 1 0

実質破綻先 40 1 1 0

破綻先 11 0 0

合　計 2798 133 43 74

注） ・期初債務者数及び債務者区分は17年4月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

５－１．経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



関 信用金庫
【18年度（18年4月～19年3月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 2152 7 5

うちその他要注意先 408 88 11 72

うち要管理先 30 8 0 7

破綻懸念先 70 2 0 1

実質破綻先 38 1 1 0

破綻先 6 0 0

合　計 2704 106 12 85

注） ・期初債務者数及び債務者区分は18年4月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

５－２．経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



アンケート要請先数３１先 ⇒ 回収先数３１先（回収率１００％）

当庫の経営支援について

1.自社の企業格付や債務者区分を当庫から聞いていますか。
① 聞いている 25 先
② 聞いていない 6 先

　※上記の質問で①と回答された方
２．自社の企業格付や債務者区分を当庫から聞いてどのように思いましたか。
① 自社が思っていた以上に良かった。 4 先
② 自社が思っていた以上に悪かった。 4 先
③ 自社が思っていたとほぼ同程度であった。 16 先
④ 当庫の説明が良く理解できなかった。 1 先
⑤ その他 0 先

３．自社の企業格付と債務者区分の開示について
　１）経営改善を図る上で、企業格付と債務者区分の開示について
① 必要である。 26 先
② 必要でない。 4 先
③ 無回答 1 先

４．当庫の経営支援・財務改善指導について
① 支援・指導の必要性が説明されており、支援・指導は良かった。 12 先
② 支援・指導の必要性の説明があり、概ね良かった。 16 先
③ 支援・指導の必要性は理解できたが、具体性がなく不十分であった。 3 先
④ 支援・指導の必要性を感じていない。 0 先

経営改善を図るための経営改善計画の策定について

１．経営改善計画や事業計画などを策定していますか。
　　 Ａ．計画を策定している。 17 先
Ｂ．策定していない。 14 先

　○Ａの回答した方へ計画の策定理由を下記から選択してください。（複数回答有り）
① 自社の改善に必要性を感じたため策定した。 8 先
② 顧問税理士から指導されたため策定した。 1 先
③ 同業者及び知人より策定したほうがよいと言われたから策定した。 0 先
④ 当庫（金融機関）から指導・提案されたため策定した。 10 先
⑤ その他 0 先

　○Ｂの回答をした方へ計画を策定していない理由を下記より選択してください。
① 計画がなくても大丈夫だと思った。 1 先
② 計画は、社長の頭の中にあり、書面化する必要がなかった。 5 先
③ 業況が低迷して計画が必要だと思ったが、計画の策定の仕方がわからなかった。 8 先
④ その他 1 先
＜その他意見＞

・ 現在策定中で、考えている最中です。

当庫の経営支援・財務改善指導について

１．当庫の経営支援・財務改善指導より自社の業績はどうなりましたか。
Ａ 良くなった 15 先
Ｂ あまり変わらなかった 13 先
Ｃ 以前より悪くなった。 1 先
Ｄ その他 2 先
＜その他意見＞

・ 模索中。

６．経営支援に関するアンケート集計結果
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○Ａ 良くなった要因はなんですか。 (複数回答可）
① 売上の増加や粗利益率の改善より利益が増加した。 12 先
② 経費削減により利益が増加した。 7 先
③ 資産売却などにより借入金が減少し、借入負担や金利負担が軽減された。 4 先
④ その他 1 先
＜その他意見＞

・ 借入金による資金繰りの改善。

○Ｂ 余り変わらない・以前より悪くなった要因はなにか。 (複数回答可）
① 改善策の進捗が悪く利益に繋がらなかった。 4 先
② 目標が高く、期初から未達であり意欲が低下した。 3 先
③ 借入の削減が計画通り行かず、金利負担が増加した。 4 先
④ 改善計画が甘かった。 1 先
⑤ その他 4 先
＜その他意見＞

・ 指導により、きっかけにはなったが、自分で本気で取組む気持ちに
ならなければ、改善につながらない。
・ 計画作成中。
・ 売上を増加させることが第一である。

２．当庫の経営支援・財務改善指導を今後どうのように考えますか。（複数回答有り）
① 今後も継続して支援・指導してほしい 26 先
② 金庫の方針が明確になり、取引継続のため指導は必要である。 3 先
③ 支援・指導が限定的であるため、改善に取組むメリットを明確にしてほしい。 3 先
④ うるさいことを言われるだけなので止めにして欲しい。 0 先
⑤ その他 1 先
＜その他意見＞

・ 顧問の会計事務所から同じようなことをやってもらっている。

３．当庫の経営支援・財務改善指導の人材について。（複数回答有り）
① 支店長など幹部から適格な改善指導がありよかった。 23 先
② 当社の業界動向などを理解して指導してほしい。 10 先
③ 場当たり的指導でなく、もっと知識をつけて指導してほしい。 0 先
④ その他 2 先
＜その他意見＞

・ 人材的には申し分ない方であった。

４．その他当庫の経営相談などへのご意見があれば、ご記入ください。
・ 人員削減をしてきたが、地公体の事業を受注する企業は、技術者の確保を
臨時で行うことが困難であり人員削減にも限界がある。
・ 同業者（業界）の情報を伝達してほしい。
・ 他者の改善例などを情報として伝達してほしい。
・ 不動産（貸工場等）の情報がほしい。
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個人保証に過度に依存しない融資への取組みについて 
 

関 信 用 金 庫 
 
 当金庫では「地域密着型金融推進計画」により、①担保・保証に過度に依存

しない融資、②中小企業の資金調達手法の多様化に取組んでいますが、その取

組み実績は下記の通りであります。 
なお、前掲の「地域密着型金融推進計画の進捗状況について（平成１７年４

月～平成１９年３月）４.アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状
況１．（４）」をご参照ください。 
 
 
取組み実績（平成１７年４月～平成１９年３月） 
・ コベナンツを活用した融資     １件 １００百万円 
【コベナンツ（財務制限条項）の有効活用により経営状態を把握してい

くことを条件にした、シンジケートローン】 
 

・ バックアップ２１        ９１件 ４２０百万円 
【当金庫の内部格付制度を利用し、その格付ランクに応じた金利設定を

行う独自の融資商品】 
 

・ 地域支援ローン        １７０件 ２４９百万円 
【資金繰りに窮するも、元気のある地域内の小規模事業者に対しては積

極的に支援を行うとする、当金庫の独自融資商品】 
 

・ ぎふ無担保スピード資金    ２０６件 １，５５４百万円 
【信用リスクの高い中小企業に対しても円滑な資金調達を促進、かつス

ピーディな対応を主旨とした、保証協会との提携による無担保・無保

証人制固定金利商品】 
 

以 上 



皆様からのご意見・ご要望に対する実施事項のご報告 
 
 当金庫では平成１７年１０月に実施したアンケート調査を始めとして、お客様からの貴

重なご意見・ご要望等をもとに平成１８年度は下記の項目を実施致しました。今後もお客

様の声に耳を傾け、地域金融機関として｢今何をすべきか｣を役職員全員で考えるとともに、

地域のお客様から｢愛され、親しまれる金融機関｣となるよう努力する所存でございますの

で、今後とも関信用金庫をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 
 
 平成１８年度は特に要望がありました高金利預金、新しい保険商品の発売および取扱を

開始致しました。 
 
（１）高金利預金・定期積金の発売 
①高金利定期預金の発売 
・平成１８年４月に｢せきしん定期預金 さくら｣を発売（現在取扱は終了しています） 
・平成１８年４月に｢せきしん定期積金 かわせみ｣を発売（募集枠限定） 
・平成１８年７月に｢せきしん定期預金 ときめき｣を発売（現在取扱は終了しています） 
・平成１９年３月に｢メリット３６・６０｣を発売（平成１９年８月３１日までの期間限定） 
 
②金利優遇制度の取扱開始 
・平成１８年６月より、地域貢献の一貫として、地域の１８歳以下のお子様を２人以上持

つ世帯の応援を目的に金利優遇制度｢子育て応援プラン｣の取扱を開始致しました。同プ

ランではスーパー定期預金 1 年もの、一部のローンについて金利優遇が受けられる制度
です。 

 
（２）保険新商品の取扱開始 
・平成１８年７月より、安価な掛金で厚い保証が受けられる積立傷害保険｢しんきんメンバ

ーズ保険〝セーフティ〝K｣の取扱を開始致しました。 
（同商品は当金庫の会員が対象となります。） 

 
 

以上 




